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空家等対策の推進に関する特別措置法

射水市空き家等適正管理及び有効活用に関
する条例

射水市空き家等対策協議会
（委員構成）
市長、大学教授、弁護士、司法書士、宅建協
会、住宅相談所、建築士会、行政相談員、民
生委員児童委員、地域振興会、ＮＰＯ

空き家対策に関する庁内連絡会議
（委員構成）
まちづくり課、総務課、、港湾・観光課、市民
課、課税課、生活安全課、環境課、道路・河
川管理課、営繕課、消防本部、建築住宅課

　　備　　考

空き家等対策に関するスケジュール（案）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

１

１１月２７日制定 ２月２６日一部施行 

＊固定資産税情報
の一部使用等 
  （指針の公表） 

５月２６日全面施行 

＊立入り調査 
＊行政代執行等 
（ガイドラインの公表） 

６月２６日制定 １０月１日施行 

＊空き家対策推進協議会の設置 
 
＊空き家対策計画の策定 

９月議会一部改正予定 

第１回会議 

協議会発足 

第２回会議 

＊本市の空き家対策基本方針 
＊特定空き家の措置に関する協議等 

第３回会議 
＊調査結果及び対策の実施状況 
＊計画（素案）の提示及び内容の検討 

第４回会議 ＊計画（案）の提示及び内容の検討 第５回会議 

＊空き家対策に関するスケジュールの提示 第１回会議 

第２回会議 ＊計画（素案）の提示及び内容の検討 

第３回会議 ＊計画（案）の提示及び内容の検討 

９月議会 

空き家対策計画（案）の提示 

パブコメ 

計画実施 

特措法一部施行に関する指針 
*空家等に関する施策を総合的
かつ計画的に実施するための基
本的な指針 

特措法全面施行に関するガイドライン 
*「特定空家等に対する措置」に関する

適切な実施を図るために必要な指針
（ガイドライン） 

第４回会議 

９月議会 

空き家対策スケジュールの説明 

計画の内容 
 
1.基本方針 
2.計画期間 
3.調査に関する事項 
4.適正管理に関する事項 
5.除却跡地の活用 
6.特定空き家の措置に関する 
事項 

 
 
7.住民からの相談への
対応 
8.空き家対策の実施体
制に関する事項 
9.その他空き家等に関
する対策の実施に必要
な事項 


